
議案等の内容一覧

番 号 　　　　　　　　件　　　　　　　　　　　名
議案第1号 市長の専決処分事項の承認について

内容 専決第１号 令和５年度真岡市一般会計補正予算（第８号）
議案第2号 真岡市部設置条例の一部改正について

内容 総務部、市民生活部、健康福祉部及び建設部の分掌事務について、現状に即して改めるものである。
議案第3号 真岡市空き家等の適正管理及び利用促進に関する条例の一部改正について

内容 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い、管理不全空家等に関する規定を追加するほか、所要の改正を行うものである。

議案第4号 真岡市職員定数条例の一部改正について
内容 新規業務への対応及び既存業務の見直しによる各部局の業務量の変化並びに定年延長による常勤職員の増加に伴い、各部局の職員の定数配分を変更するものである。

議案第5号 真岡市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について

内容
子の看護休暇の対象を小学校就学の始期までの子から中学校就学の始期までの子に拡大するとともに、国家公務員に準じて、７月から９月までの期間内に夏期休暇の使用が困難と認められる職員
についての当該休暇の取得可能期間を６月から１０月までの期間に拡大するものである。

議案第6号 真岡市一般職の給与に関する条例の一部改正について
内容 職員が通勤のために本市の行政財産を駐車場として使用する場合の使用料を給与から控除することができるようにするものである。

議案第7号 真岡市休日夜間急患診療所運営基金条例の制定について
内容 真岡市休日夜間急患診療所において将来的に見込まれる運営や施設整備に必要な経費の財源に充てるため、真岡市休日夜間急患診療所運営基金を設置するものである。

議案第8号 真岡市営墓地条例の一部改正について
内容 真岡市長田霊園合葬墓地の供用を開始することに伴い、合葬墓地に関する規定を定めるほか、所要の改正を行うものである。

議案第9号 真岡市介護保険条例の一部改正について

内容 令和６年度を初年度とする第９期介護保険事業計画期間中における介護保険料を定めるとともに、介護保険法施行令の改正に伴い、介護保険料の段階の判定に関する基準を改めるものである。

議案第10号 真岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について
内容 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号）の一部改正に伴い、当該改正内容に準じた改正を行うものである。

議案第11号 真岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について

内容
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）の一部改正に伴い、当該改正
内容に準じた改正を行うものである。

議案第12号 真岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について
内容 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）の一部改正に伴い、当該改正内容に準じた改正を行うものである。

議案第13号
真岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正
について

内容
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６
号）の一部改正に伴い、当該改正内容に準じた改正を行うものである。

議案第14号 真岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について

内容
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（ 平成２６年内閣府令第３９号）の改正に伴い、特定教育・保育施設に係る重要事項につ
いて、書面による掲示に加え、インターネットにより公衆の閲覧に供しなければならないこととするほか、所要の改正を行うものである。

議案第15号 真岡市道路占用料徴収条例の一部改正について
内容 道路法施行令の一部改正に伴い、道路法施行令に準じて道路占用料の額を改定するものである。

議案第16号 真岡市営住宅条例の一部改正について

内容
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴う引用条項の整理を行うほか、市営住宅に入居することができる者のうち「特に居住の安定を図る必要がある者」に、
「婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営み、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力を受けた者」を新たに加えるものである。

議案第17号 真岡市公民館の設置及び管理条例の一部改正について

内容
現在真岡市公民館二宮分館の３０３会議室としている場所において、令和６年４月１日より、もおかライブリー教室・二宮教室（真岡市適応指導教室）を開設することに伴い、３０３会議室とし
ての機能を廃止するため、条例の一部を改正するものである。

議案第18号 真岡市地域体育館の設置、管理及び使用条例の一部改正について
内容 老朽化に伴い、真岡市中村南地域体育館の行政財産としての用途を廃止するものである。

議案第19号 真岡市水道事業給水条例及び真岡市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について
内容 水道法等の一部改正により、水道法等に係る権限が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管されることに伴い、所要の改正を行うものである。

議案第20号 市道路線の認定について
内容 真岡市中郷・萩田地区土地区画整理組合から市に、道路の管理が移管されることに伴い、市道の認定をするものである。

議案第21号 字の廃止並びに町及び字の区域の変更並びに町の区域の設定について
内容 宇都宮都市計画事業真岡市亀山北土地区画整理事業の施行の結果、土地区画整理事業実施後の現況に符合しない町及び字の区域が生じたため、全面的変更を必要とするものである。

議案第22号 市有財産の貸付について
内容 旧長沼北小学校の利活用推進のため、市有財産を無償で貸し付けるものである。



議案第23号 令和５年度真岡市一般会計補正予算（第９号）

内容

令和５年度真岡市の一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，９１２， ０９５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３，７４５，１４５千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
（継続費の補正）
第２条 継続費の変更は、「第２ 表 継続費補正」による。
（繰越明許費）
第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第３表 繰越明許費」による。
(債務負担行為の補正)
第４条 債務負担行為の追加は、「第４表 債務負担行為補正」による。
（ 地方債の補正）
第５条 地方債の変更は、「第５表 地方債補正」による。

議案第24号 令和５年度真岡市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

内容

令和５ 年度真岡市の国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１ ，０４７ ，４３８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，３５４，９９７千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

議案第25号 令和５年度真岡市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第３号）

内容

令和５年度真岡市の介護保険特別会計（保険事業勘定）の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２７，７７０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，１４７，０５５千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

議案第26号 令和５年度真岡市産業団地整備事業特別会計補正予算（第１号）

内容
令和５ 年度真岡市の産業団地整備事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。
（繰越明許費）
第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第１表 繰越明許費」による。

議案第27号 令和５年度真岡市下水道事業会計補正予算（第２号）

内容

第１条 令和５年度真岡市の下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。
（資本的収入及び支出の補正）
第２条 令和５年度真岡市下水道事業会計予算（ 以下「予算」という。）第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
（科 目） （既決予定額） 　（補正予定額） （計）
収 入
第１款 公共下水道事業資本的収入
　　　　　　952,653 千円 　　318,710 千円 　1,271,363 千円
第１項 企業債
　　　　　　508,132 千円 　　150,910 千円 　　659,042 千円
第５項 補助金
　　　　　　442,748 千円　　 167,800 千円　　 610,548 千円
支 出
第１款 公共下水道事業資本的支出
　　　　　1,667,273 千円　　 310,400 千円　 1,977,673 千円
第１項 建設改良費
　　　　　　744,506 千円 　　310,400 千円　 1,054,906 千円
（ 企業債の補正）
第３条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。
（起債の目的） （既決予定額） （補正予定額） （計）
　下水道事業 　　508,132 千円　 150,910 千円 　659,042 千円



議案第28号 令和６年度真岡市一般会計予算

内容

令和６年度真岡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３９，１００，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
（債務負担行為）
第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。
（地方債）
第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。
（一時借入金）
第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。
（歳出予算の流用）
第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することが出来る場合は、次のとおりと定める。
　（１）　各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

議案第29号 令和６年度真岡市国民健康保険特別会計予算

内容

令和６年度真岡市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，４６５，５６４千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
（債務負担行為）
第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。
（一時借入金）
第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。
（歳出予算の流用）
第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することが出来る場合は、次のとおりと定める。
　（１）　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
　（２）　事業費給付金の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

議案第30号 令和６年度真岡市後期高齢者医療特別会計予算

内容

令和６年度真岡市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０６６，４２０千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

議案第31号 令和６年度真岡市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

内容

令和６年度真岡市の介護保険特別会計（保険事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，０４１，８１９千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
（一時借入金）
第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。
（歳出予算の流用）
第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することが出来る場合は、次のとおりと定める。
　（１）　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

議案第32号 令和６年度真岡市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

内容

令和６年度真岡市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，６１０千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

議案第33号 令和６年度真岡市休日夜間急患診療所特別会計予算

内容

令和６年度真岡市の休日夜間急患診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８１３，１００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。



議案第34号 令和６年度真岡市産業団地整備事業特別会計予算

内容

令和６年度真岡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８１３，１００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
（地方債）
第２条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。
（一時借入金）
第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１１０，０００千円と定める。

議案第35号 令和６年度真岡市水道事業会計予算
（総則）
第１条　令和６年度真岡市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
（１）給水戸数　　　　　　　　　　　　　　　　２８，０００戸
（２）年間総配水量　　　　　　　　　　　７，５３７，０００㎥
（３）一日平均配水量　　　　　　　　　　　　　２０，６５０㎥
（４）主な建設改良事業　配水設備拡張事業　　１４７，７９２千円
配水設備改良事業　　１６１，２５１千円
（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
収　　入
第１款　水道事業収益　　　　　　　　  　１，４３４，６２６千円
第１項　営業収益　　　　　　　　　　　  １，３００，５６０千円
第２項　営業外収益 　　　　　　　　　　   　１３４，０６４千円
第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　 ２千円
支　　出
第１款　水道事業費用　　  　　　　　　　１，４２２，０４４千円
第１項　営業費用　　　　　  　　　　　　１，３１９，０２７千円
第２項　営業外費用　　　　　  　　　　　  　　９９，０１６千円
第３項　特別損失　　　　　　　  　　　　　　　　１，００１千円
第４項　予備費　　　　　　　　　  　　　　　　　３，０００千円
（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３７９，７７８千円は、過年度分損益勘定留保資金１１７，３４９千円、当年度
分損益勘定留保資金２４２，５１２千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１９，９１７千円で補填するものとする。）
収　　入
第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　　　２８７，５３０千円
第１項　企業債　　　　　　　　　　  　　　　２３０，０００千円

第２項  貸付金　 　　　　　　　　　      　　　　　２００千円
第３項　負担金　　　　　　　　　　　　　　    ５７，３２９千円
第４項　固定資産売却代金　　　　　　　　　　　   　　　 １千円
支　　出
第１款　資本的支出　　　　　　　　　　      ６６７，３０８千円
第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　  ３０９，０４３千円
第２項　営業設備費　　　　　　　　　　　　　  　６，１７９千円
第３項　企業債償還金　　　　　　　　　　　  ３４７，５８６千円
第４項　貸付金　　　　　　　　　　　　　　　  　１，５００千円
第５項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　  ３，０００千円
（企業債）
第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
起債の目的…第３次拡張事業
限度額…２３０，０００千円
起債の方法…普通貸借又は証券発行
利率…4.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率）
償還の方法…政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を延長し、短縮し、
若しくは繰上償還又は借換えをすることができる。
（一時借入金）
第６条　一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。
（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
（１）同一款内における金額の流用
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
（１）職員給与費　　　　　　　　　　　　　　　９０，４８７千円
（たな卸資産購入限度額）
第９条　たな卸資産の購入限度額は、１０，０００千円と定める。

内容



（総則）
第１条　令和６年度真岡市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
（１）給水戸数　　　　　　　　　　　　　　　　２８，０００戸
（２）年間総配水量　　　　　　　　　　　７，５３７，０００㎥
（３）一日平均配水量　　　　　　　　　　　　　２０，６５０㎥
（４）主な建設改良事業　配水設備拡張事業　　１４７，７９２千円
配水設備改良事業　　１６１，２５１千円
（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
収　　入
第１款　水道事業収益　　　　　　　　  　１，４３４，６２６千円
第１項　営業収益　　　　　　　　　　　  １，３００，５６０千円
第２項　営業外収益 　　　　　　　　　　   　１３４，０６４千円
第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　 ２千円
支　　出
第１款　水道事業費用　　  　　　　　　　１，４２２，０４４千円
第１項　営業費用　　　　　  　　　　　　１，３１９，０２７千円
第２項　営業外費用　　　　　  　　　　　  　　９９，０１６千円
第３項　特別損失　　　　　　　  　　　　　　　　１，００１千円
第４項　予備費　　　　　　　　　  　　　　　　　３，０００千円
（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３７９，７７８千円は、過年度分損益勘定留保資金１１７，３４９千円、当年度
分損益勘定留保資金２４２，５１２千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１９，９１７千円で補填するものとする。）
収　　入
第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　　　２８７，５３０千円
第１項　企業債　　　　　　　　　　  　　　　２３０，０００千円

第２項  貸付金　 　　　　　　　　　      　　　　　２００千円
第３項　負担金　　　　　　　　　　　　　　    ５７，３２９千円
第４項　固定資産売却代金　　　　　　　　　　　   　　　 １千円
支　　出
第１款　資本的支出　　　　　　　　　　      ６６７，３０８千円
第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　  ３０９，０４３千円
第２項　営業設備費　　　　　　　　　　　　　  　６，１７９千円
第３項　企業債償還金　　　　　　　　　　　  ３４７，５８６千円
第４項　貸付金　　　　　　　　　　　　　　　  　１，５００千円
第５項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　  ３，０００千円
（企業債）
第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
起債の目的…第３次拡張事業
限度額…２３０，０００千円
起債の方法…普通貸借又は証券発行
利率…4.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率）
償還の方法…政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を延長し、短縮し、
若しくは繰上償還又は借換えをすることができる。
（一時借入金）
第６条　一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。
（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
（１）同一款内における金額の流用
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
（１）職員給与費　　　　　　　　　　　　　　　９０，４８７千円
（たな卸資産購入限度額）
第９条　たな卸資産の購入限度額は、１０，０００千円と定める。

内容



議案第36号 令和６年度真岡市下水道事業会計予算
（総則）
第１条　令和６年度真岡市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
（１）排水戸数　　　　　　　　（公共下水道）２０，９００戸
　　　　　　　　　　　　　　（農業集落排水）　２，３２０戸
（２）年間総処理水量　　　（公共下水道）６，０００，０００㎥
　　　　　　　　　　　　（農業集落排水）　　９９７，０００㎥
（３）一日平均処理水量　　　　　（公共下水道）１６，４３８㎥
　　　　　　　　　　　　　　　（農業集落排水）　２，７３１㎥
（４）主な建設改良事業　　　　（公共下水道）９３２，６３５千円
（農業集落排水）５１，０７７千円
（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
収　　入
第１款　公共下水道事業収益　　　　　　　１，６９７，６９７千円
第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　９１５，１０２千円
第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　７８２，５９３千円
第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ２千円
第２款　農業集落排水事業収益　　　　　　　　４４６，３２３千円
第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　１０２，５８３千円
第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　３４３，７３９千円
第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１千円
支　　出
第１款　公共下水道事業費用　　　　　　　１，４４４，７３２千円
第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　１，３０３，７２９千円
第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　１３７，４０２千円
第３項　特別損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０１千円

第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　３，５００千円
第２款　農業集落排水事業費用　　　　　　　　４３４，３７６千円
第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　　　３８９，９７０千円
第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　　４３，２０６千円
第３項　特別損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００千円
第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円
（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６７８，２４５千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３１，
７８８千円、当年度分損益勘定留保資金３６６，１３１千円、当年度未処分利益剰余金２８０，３２６千円で補填するものとする。）
収　　入
第１款　公共下水道事業資本的収入　　　　１，１４１，６９６千円
第１項　企業債　　　　　　　　　　　　　　　５８９，６１４千円
第５項　補助金　　　　　　　　　　　　　　　５５０，４７８千円
第６項　負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　１，６０４千円
第２款　農業集落排水事業資本的収入　　　　  ２４２，６０９千円
第５項　補助金　　　　　　　　　　　　　  　２０３，０３１千円
第６項　負担金　　　　　　　　　　　　　　  　３９，５７８千円
支　　出
第１款　公共下水道事業資本的支出　　　　１，７９９，３７６千円
第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　  ９３２，６３５千円
第３項　企業債償還金　　　　　　　　　　　  ８６５，２４１千円
第７項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　  　１，５００千円
第２款　農業集落排水事業資本的支出　　　　　２６３，１７４千円
第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　  ５１，０７７千円
第３項　企業債償還金　　　　　　　　　　　  ２１１，０９７千円
第７項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　  　１，０００千円
（債務負担行為）
第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
事項…真岡市水処理センター等包括的維持管理業務委託
期間…令和７年度～令和８年度
限度額…５８０，７９４千円
（企業債）
第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
起債の目的…下水道事業
限度額…５８９,６１４千円
起債の方法…普通貸借又は証券発行
利率…4.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率）
償還の方法…政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を延長し、短縮し、
若しくは繰上償還又は借換えをすることができる。
（一時借入金）
第７条　一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。
（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
（１）同一款内における金額の流用
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
（１）職員給与費　　　　　　　　　　　　　　１０２，０７３千円
（他会計からの補助金）
第１０条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、５０８，６９０千円である。
（利益剰余金の処分）
第１１条　当年度未処分利益剰余金のうち２８０，３２６千円は、資本的収入が資本的支出に対し不足する額の補填に処分するものとする。

内容



（総則）
第１条　令和６年度真岡市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
（１）排水戸数　　　　　　　　（公共下水道）２０，９００戸
　　　　　　　　　　　　　　（農業集落排水）　２，３２０戸
（２）年間総処理水量　　　（公共下水道）６，０００，０００㎥
　　　　　　　　　　　　（農業集落排水）　　９９７，０００㎥
（３）一日平均処理水量　　　　　（公共下水道）１６，４３８㎥
　　　　　　　　　　　　　　　（農業集落排水）　２，７３１㎥
（４）主な建設改良事業　　　　（公共下水道）９３２，６３５千円
（農業集落排水）５１，０７７千円
（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
収　　入
第１款　公共下水道事業収益　　　　　　　１，６９７，６９７千円
第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　９１５，１０２千円
第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　７８２，５９３千円
第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ２千円
第２款　農業集落排水事業収益　　　　　　　　４４６，３２３千円
第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　１０２，５８３千円
第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　３４３，７３９千円
第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１千円
支　　出
第１款　公共下水道事業費用　　　　　　　１，４４４，７３２千円
第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　１，３０３，７２９千円
第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　１３７，４０２千円
第３項　特別損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０１千円

第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　３，５００千円
第２款　農業集落排水事業費用　　　　　　　　４３４，３７６千円
第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　　　３８９，９７０千円
第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　　４３，２０６千円
第３項　特別損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００千円
第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円
（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６７８，２４５千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３１，
７８８千円、当年度分損益勘定留保資金３６６，１３１千円、当年度未処分利益剰余金２８０，３２６千円で補填するものとする。）
収　　入
第１款　公共下水道事業資本的収入　　　　１，１４１，６９６千円
第１項　企業債　　　　　　　　　　　　　　　５８９，６１４千円
第５項　補助金　　　　　　　　　　　　　　　５５０，４７８千円
第６項　負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　１，６０４千円
第２款　農業集落排水事業資本的収入　　　　  ２４２，６０９千円
第５項　補助金　　　　　　　　　　　　　  　２０３，０３１千円
第６項　負担金　　　　　　　　　　　　　　  　３９，５７８千円
支　　出
第１款　公共下水道事業資本的支出　　　　１，７９９，３７６千円
第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　  ９３２，６３５千円
第３項　企業債償還金　　　　　　　　　　　  ８６５，２４１千円
第７項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　  　１，５００千円
第２款　農業集落排水事業資本的支出　　　　　２６３，１７４千円
第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　  ５１，０７７千円
第３項　企業債償還金　　　　　　　　　　　  ２１１，０９７千円
第７項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　  　１，０００千円
（債務負担行為）
第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
事項…真岡市水処理センター等包括的維持管理業務委託
期間…令和７年度～令和８年度
限度額…５８０，７９４千円
（企業債）
第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
起債の目的…下水道事業
限度額…５８９,６１４千円
起債の方法…普通貸借又は証券発行
利率…4.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率）
償還の方法…政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を延長し、短縮し、
若しくは繰上償還又は借換えをすることができる。
（一時借入金）
第７条　一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。
（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
（１）同一款内における金額の流用
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
（１）職員給与費　　　　　　　　　　　　　　１０２，０７３千円
（他会計からの補助金）
第１０条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、５０８，６９０千円である。
（利益剰余金の処分）
第１１条　当年度未処分利益剰余金のうち２８０，３２６千円は、資本的収入が資本的支出に対し不足する額の補填に処分するものとする。

内容



議案第37号 令和５年度真岡市一般会計補正予算（第１０号）

内容

令和５年度真岡市の一般会計の補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３７，９９７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３，９８３，１４２千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。
（繰越明許費の補正）
第２条　繰越明許費の追加は、「第２表　繰越明許費補正」による。
（地方債の補正）
第３条　地方債の追加は、「第３表　地方債補正」による。

議案第38号 令和６年度真岡市一般会計補正予算（第１号）

内容

令和６年度真岡市の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２３，０３１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８，９７６，９６９千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。
（地方債の補正）
第２条　地方債の廃止は、「第２表　地方債補正」による。

陳情第2号 パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る意見書提出を求める陳情

内容

世界保健機関では、ＷＨＯ憲章に基づく国際約束である国際保健規則を改正するとともに、「パンデミック予防、備え、対応に関するＷＨＯ条約、協定その他国際文書」を新しく制定する協議を
同時並行で進めている。令和６年６月のＷＨＯ総会には、パンデミック条約の草案及び国際保健規則の改正案の提出が予定されている。現在公開されている草案及び修正案は、加盟国政府の判断
がＷＨＯの勧告に拘束され、健康政策に関する国家主権の侵害となり、基本的人権や国民生活に重大な影響を及ぼすことが懸念される。しかし、日本ではこれらの草案の内容や交渉過程が国民に
十分周知されていると言いがたい状況にある。以上のことから、パンデミック条約の草案及び国際保健規則の改正案に関する協議内容や、国民生活への影響等を分かりやすく国民に周知する旨の
内容を盛り込んだ意見書を作成・採択し、国に提出してほしい。


